
【鳥取県】
宅地建物取引時の津波災害警戒区域等の「重要事項説明」にかかる補足資料

津波災害警戒区域とは
最大クラスの津波が発生した場合でも「なんとしても人命を守る」ため

いざというときに津波から「逃げる」ことができるように
警戒避難体制などのソフト対策を強化する区域のことです

開発や建築の行為規制はかかりません

市町村の取組を強化

住民等が円滑かつ迅速に避難するために

津波ハザードマップ作成 津波警報等を伝達

避難場所や避難経路を確保 津波避難訓練を実施

浸水範囲・深さ・避難場所等を明示 昼夜の具体的な伝達手段等を整理

具体的かつ実践的な訓練を実施

施設管理者の取組を強化

防災上配慮を要する施設利用者等が円滑に迅速に避難するために

防災体制を確立 避難誘導方法を整理

他機関の避難訓練・
講習会等に参加

職務分担・指揮命令系統等 従業員の配置・避難ルート図等

津波避難訓練を実施
具体的かつ実践的な訓練を実施

強化ポイント②

強化ポイント①

津波による浸水が想定される区域の全てが
津波災害警戒区域です

鳥取県の
区域の考え方

※津波災害警戒区域を指定すると

建築物に衝突し上昇する津波の

水位（基準水位）を公表します。

津波に対する安全な高さを確認

いただけます。

【お問い合わせ先】 鳥取県 県土整備部河川課水防担当（0857-26-7386）
危機管理局危機管理政策課広域防災担当（0857-26-7894）


